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「就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項につ

いて」の一部改正について 

 

 

 

今般、「就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事

項について」 （平成 19 年４月２日付け障障発 0402001 号）の一部を別紙のと

おり改正し、平成 27年４月１日から適用することとしたので、御了知の上、管

内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その取り扱

いに当たっては遺漏なきよう期されたい。 

 


